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５
月
31
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー
で
す

喫
煙
者
は
ニ
コ
チ
ン
の
依
存
性
の
た
め
に
、
な
か
な
か
や
め
に
く
い
の
が
特
徴
で
す
。

し
か
し
、
し
っ
か
り
と
準
備
し
地
道
に
努
力
を
重
ね
れ
ば
、
禁
煙
に
成
功
し
、
病
気

の
リ
ス
ク
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
機
会
に
禁
煙
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

健康

問 

健
康
・
保
険
課　

保
健
予
防
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
２

喫
煙
者
の
ニ
コ
チ
ン
依
存

　

喫
煙
者
の
多
く
は
「
い
ら
い
ら
が
解
消

す
る
」「
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
」「
目
が
覚

め
る
・
頭
が
す
っ
き
り
す
る
」「
集
中
力

が
増
す
・
仕
事
が
は
か
ど
る
」
な
ど
の
理

由
で
た
ば
こ
を
吸
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は

体
に
ニ
コ
チ
ン
が
吸
収
さ
れ
る
こ
と
で
得

ら
れ
る
脳
の
快
感
症
状
で
す
。

　

禁
煙
す
る
と
「
た
ば
こ
が
吸
い
た
い
」

「
い
ら
い
ら
す
る
・
集
中
で
き
な
い
」「
頭

痛
が
す
る
」「
体
が
だ
る
い
・
眠
い
」
な

ど
の
症
状
が
現
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
ニ
コ

チ
ン
依
存
に
な
っ
て
い
る
体
の
中
か
ら
ニ

コ
チ
ン
が
抜
け
出
す
た
め
に
見
ら
れ
る

「
ニ
コ
チ
ン
離
脱
症
状（
禁
断
症
状
）」
で

す
。
こ
れ
ら
の
症
状
は
、
禁
煙
後
２
〜
３

日
以
内
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
す
が
、
約
１

週
間
で
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
吸
い
た
い

気
持
ち
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
禁

煙
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

禁
煙
を
成
功
さ
せ
る
に
は

■
目
標
を
設
定
し
、
禁
煙
を
宣
言
す
る

　

何
の
た
め
に
禁
煙
す
る
か
目
標
を
決
め
、

周
囲
の
人
に
禁
煙
を
宣
言
し
ま
し
ょ
う
。

■
自
分
の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
分
析
す
る

　

自
分
が
い
つ
ど
ん
な
と
き
に
喫
煙
し
て

い
る
か
を
考
え
、
喫
煙
に
結
び
つ
か
な
い

行
動
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
喫
煙
の
代
わ
り
に
他
の
行
動
を
実
行
す

る

　

い
ら
い
ら
す
る
と
き
は
深
呼
吸
や
軽
い

運
動
な
ど
で
気
分
転
換
を
し
、
口
寂
し
い

と
き
は
歯
を
磨
い
た
り
糖
分
の
少
な
い
ガ

ム
な
ど
を
か
ん
だ
り
し
ま
し
ょ
う
。

■
吸
わ
な
い
環
境
づ
く
り

　

灰
皿
や
ラ
イ
タ
ー
な
ど
を
身
の
回
り
か

ら
な
く
し
、
食
後
は
早
め
に
席
を
立
ち
ま

し
ょ
う
。

■
禁
煙
に
成
功
し
た
ら
、
継
続
を

　

喫
煙
再
開
の
き
っ
か
け
を
予
測
し
、
対

処
方
法
を
考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

■対象者　次のいずれかに当てはまる人
•町内に住民票がある小学４年生以上の人
•町内の事業所に勤務する人（正職員）
■助成対象事業の例　語学留学、海外研修など
■募集期間　５月12日（月）～６月13日（金）
　（当日必着。平成26年７月～平成27年３月に実施さ
れる事業を対象）
■助成対象経費　交通費、現地生活費、研修費など
※助成対象外になる経費もあります。
■助成金額　対象経費の２分の１以内
　　　　　　上限：15万円（学生は10万円）
※助成対象者が多数のときは助成金額が減少する場合が
あります。
※他団体などから助成金を受ける場合、助成金額は助成
対象経費から他団体の助成金額を差し引いた額に２分
の１を掛けた額になります。

■申請方法　
　募集期間内に必要な書類を提出してください。18歳
未満の人は保護者が申請してください。
※必要書類は町ホームページからダウンロードすること
ができます。総合政策課で受け取ることもできます。
※参加する事業の内容が詳しく分かる資料を持って、事
前に総合政策課へご相談ください。
■助成の決定
　菊陽町人材育成基金審査委員会で審査を行い、決定し
ます。
■その他　助成は１人１回限りになります。
※中学生海外派遣事業に参加したことのある人や過去に
助成を受けたことのある人は助成対象外です。　　
※助成対象事業は公的機関や民間団体などが主催してい
るものに限られます。
■申し込み・問い合わせ　
　総合政策課　総合政策係　☎（232)2112

あなたの学びを地域の力に～人材育成基金助成～
町は、高度情報化や国際社会に対応し、地域で活躍できる人材を育成
するため、助成を行っています。助成を希望する人は、募集期間内に
必要書類をそろえて提出してください。

菊
陽
町
男
女
共
同
参
画
社
会
推
進
懇
話
会
委
員

を
募
集
し
ま
す

町
は
、
男
女
が
家
庭
や
地
域
、
職
域
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
参
画
し
、
社
会
的
責
任

を
担
い
な
が
ら
、
男
女
共
同
参
画
社
会
を
築
く
た
め
の
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
、
専

門
的
視
野
か
ら
協
議
す
る
た
め
男
女
共
同
参
画
社
会
推
進
懇
話
会
を
設
置
し
て
い
ま

す
。
広
く
町
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
、
協
働
で
行
政
運
営
を
行
う
た
め
町
民（
公
募
）

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

募集

問 

三
里
木
町
民
セ
ン
タ
ー　

☎（
２
３
２
）５
５
３
６

■
任
期　

８
月
〜
平
成
28
年
３
月
末
日

■
職
務
内
容 

　

女
性
行
政
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る

こ
と
、
男
女
共
同
参
画
型
社
会
の
実
現
に

関
す
る
こ
と
、
そ
の
他
女
性
の
地
位
と
福

祉
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議

し
、
必
要
に
応
じ
て
町
長
に
報
告
す
る
。

■
応
募
資
格（
次
の
全
て
を
満
た
す
人
）

•
町
の
行
政
活
動
や
男
女
共
同
参
画
に
関

心
の
あ
る
人

•
満
20
歳（
平
成
26
年
４
月
１
日
現
在
）以

上
で
町
内
に
住
所
が
あ
る
人

•
町
の
他
の
付
属
機
関
な
ど
の
公
募
委
員

に
選
任
さ
れ
て
い
な
い
人

■
募
集
人
数　

２
人
程
度

■
応
募
方
法

　

所
定
の
応
募
用
紙（※

１
）に
必
要
事
項
を

記
入
し
、「
応
募
の
理
由
」「
男
女
共
同
参

画
」
な
ど
に
関
す
る
小
論
文（
８
０
０
字

程
度
）（※

２
）を
❶
郵
送
、
❷
持
参
フ
ァ
ッ

ク
ス
、
❸
電
子
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
ご

応
募
く
だ
さ
い
。

※

１　

役
場
総
合
案
内
や
三
里
木
町
民
セ

ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
。
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

※

２　

専
門
的
な
知
識
を
問
う
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
住
民
の
視
点
か
ら
日
頃

考
え
て
い
る
こ
と
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

■
応
募
先

❶
〒
８
６
９

－

１
１
０
１

　

菊
陽
町
津
久
礼
２
９
６
２
番
地
２

　

三
里
木
町
民
セ
ン
タ
ー

❷
フ
ァ
ッ
ク
ス（
２
３
２
）５
５
９
５

❸
電
子
メ
ー
ル

　

sanrikisenta@
tow
n.kikuyo.lg.jp

■
選
考　

小
論
文
、
年
齢
、
性
別（
委
員

会
の
男
女
構
成
比
）な
ど
を
考
慮
し
て
決

定
し
ま
す
。

■
募
集
期
限　

５
月
30
日（
金
）

※

郵
送
の
場
合
は
、
当
日
消
印
の
あ
る
も

の
、
持
参
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
電
子
メ
ー

ル
の
場
合
は
、
午
後
５
時
15
分
ま
で
に

届
い
た
も
の
を
有
効
と
し
ま
す
。

菊陽町健康増進計画では、
「喫煙する人（成人）の割合
の減少」を目指しています。
平成23年の統計では男性
25.4%、女性 5.4%でした。
平成28年までに男性20%
以下、女性４%以下を目指
します。

　県は「特定不妊治療」に必要な費用の一部を助成しています。
４月１日から、新たに助成制度を利用する人で初めて助成を受
けるとき、治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合、年間助
成回数と通算助成期間の限度は廃止され、通算助成回数は６回
までになります（新制度適応）。

■対象治療法　体外受精と顕微授精
■助成額　１回の助成額の上限15万円
※治療ステージＣ・Ｆの治療の場合は上限７万５千円。
■助成回数
❶新制度適応の場合　通算６回まで
❷現行制度適応の場合　年間２回（初年度は３回）を上限に、通
算５年間で通算10回を超えない回数

■所得制限
　夫婦の所得の合計額が730万円未満
※助成を希望する人はご相談ください。
■問い合わせ
　菊池保健所　☎0968（25）4138
　熊本県子ども未来課　☎（333）2209

　マダニ（吸血前３～４㍉㍍）は比較的大型で、森
林や草地などの屋外に生息し、全国的に分布して
います。マダニにかまれることで病原体に感染し、
まれに重症化します。

■ダニ媒介性疾患の予防対策
•森林や草地などに入るときは、長袖、長ズボン、
足を完全に覆う靴などで肌の露出を少なくする。
•屋外活動後はマダニにかまれていないか確認す
る。
•吸血中のマダニがいることに気が付いたときは、
速やかに病院で処置する。
•マダニにかまれた後、発熱などの症状があった
ときは、病院へ受診する。
※マダニは衣類や寝具に発生する
　家屋内に生息するダニと異なり
　ます。
■問い合わせ
　健康・保険課　保健予防係　☎（232）4912

特定不妊治療費助成の
対象範囲が変わります

春から秋はマダニの活動が
活発になります


